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帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成のお知らせ

 令和７年４月から予防接種法に基づく定期接種になりました。６５歳以上の定期接種に

該当する方にはがきを送付します。定期接種の期間は令和９年３月３１日までとなります

ので接種を希望される方はお早めに直接医療機関へご予約をしていただき、はがきを医療

機関へお持ちになり接種してください。

 また、対象者②に該当する方で、接種をご希望の方ははがきをお渡ししますので、保健

福祉センターへご連絡ください。

〔対象者〕定期接種

　①令和８年度中に以下の年齢に達する方

　　６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・１００歳

　②６０歳以上６５歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより日常生活がほとんど不可

　　能な程度の障害を有する方

〔助成額〕

　各医療機関の定める接種料金から、助成額を引いた金額を医療機関へお支払いください。

予防接種の種類 助成金額の上限 助成回数の限度

乾燥弱毒生水痘ワクチン ５，０００円 １回

帯状疱疹ワクチン

（シングリックス）

１回あたり

１０，０００円
２回

＊シングリックスについては２か月以上の間隔が必要となるため、早めの接種をご検討ください。

〔接種場所〕・奥多摩病院　　☎８３－２１４５

　　　　　・双葉会診療所　☎８３－３４５４

　　　　　・古里診療所　　☎８５－８７５７

「みんなでつくろう　地域のつながり　支え合い」

５月１２日～１８日は民生委員・ 児童委員の日活動強化週間

　「民生・児童委員の日活動強化週間（５月１２日～１８日）」は全国民生委員児童委員連合会が定め、

全国的に民生・児童委員の普及・啓発活動に取り組んでいます。

　民生委員は、民生委員法により住民の中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱（民生委員として活動す

ることを依頼）します。また、児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、児童福祉問

題を専門に担当する主任児童委員もいます。

　民生委員・児童委員は、常に住民の立場にたって、安心で暮らしやすい地域社会をつくるために活

動しています。それぞれの民生委員・児童委員が担当する地域のなかで、生活上の心配ごとの相談や、

福祉サービスを利用するためのお手伝いなど、さまざまな活動に取り組んでいます。近年では、児童

虐待の防止や不登校・ひきこもりといった課題にも積極的に対応しています。
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No.869 2026 年 5 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・金

１６・土

１７・日

１８・月 ■高次脳機能障害相談（9:00～保健福祉センター）→１７㌻前日〆

１９・火
　元気アップおくたま（13:30 ～南氷川生活館）→１９㌻

■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→９㌻前日〆

２０・水
■ウエルカムランチ（11:30 ～氷川保育園：見学・給食試食）→１９㌻前日〆先着順

　消費者相談窓口（14:00 ～福祉会館）

２１・木
　ヘルシー体操（10:00 ～文化会館）

■キッズリトミック (15:00 ～文化会館 )→９㌻ 5/1 〆切

２２・金 ■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→９㌻前日〆

２３・土

２４・日

２５・月 　ヘルシー体操（14:00 ～福祉会館）

２６・火 　元気アップおくたま（13:30 ～境生活館）→１９㌻

２７・水 　元気アップおくたま（10:00 ～氷川コミュニティーセンター）→１９㌻

２８・木 ■高次脳機能障害相談（9:00～保健福祉センター）→１７㌻前日〆

２９・金 　元気アップおくたま（13:30 ～峰谷生活館）→１９㌻

３０・土

5 月 15 日～ 31 日 カレンダー

≪今月の納期　６／１（月）≫　固定資産税第１期分・軽自動車税
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